
 

 

 

 

 

 

 

国土交通省講演 「土地行政の最近の動きについて」----------------------------3 

講  師 ： 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 

土地調整官 廣瀬 公亮 氏 

 

令和６年度土地活用モデル大賞全受賞プロジェクトの概要説明 

 

＜国土交通大臣賞＞ 

・ シーパスパーク（泉大津駅西地区周辺整備事業）〖大阪府泉大津市〗--------------11 
 

＜都市みらい推進機構理事長賞＞ 

・ 馬場川通りアーバンデザインプロジェクト〖群馬県前橋市〗-----------------------19 

・ 麻機遊水地公園活用事業 ～自然とふれあう体験型の都市緑地～〖静岡県静岡市〗--22 

・ 都城市中心市街地中核施設整備支援事業〖宮崎県都城市〗------------------------25 
   

＜審査委員長賞＞ 

・ 宇都宮駅東口整備事業〖栃木県宇都宮市〗------------------------------------29 

・ 横浜国際港都建設事業 新綱島駅周辺地区土地区画整理事業〖神奈川県横浜市〗---33 

 

◇ 城崎温泉「木屋町小路」について--------------------------------------------36 

講  師 ： 早稲田大学副総長 早稲田大学理工学術院 

教 授   後藤 春彦 氏 

〖第 7回（平成 22年度）国土交通大臣賞〗 

 

◇ 京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業（京橋エドグラン）について-------------49 

講  師 ：株式会社日建設計 都市・社会基盤部門 都市開発グループ 

ダイレクター  黒澤 俊彦 氏 

〖第 14回（平成 29年度）国土交通大臣賞〗 
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◆日  時 ： 令和６年 10月３０日（水）1３時４5分～ 

◆実  施 ： オンライン配信 

◆タイトル ： 土地行政の最近の動きについて 

◆講  師 ： 国土交通省 不動産・建設経済局 

土地政策課 土地調整官 廣瀬 公亮 氏

 

 

令和６年度 

- 土地月間記念講演会 - 

2



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

土地行政の最近の動きについて

令和６年１０月３０日

不動産・建設経済局 土地政策課

土地政策研究会

〇近年、土地の管理不全、放棄宅地化やこれに伴う外部不経済の発生等が、政策課題として顕在化してきている。しかしながら、空き家対策や所有者不明土
地法制については、政策の進捗、制度の確立に関し一定の成果があるものの、空き地等の土地全般を対象とした具体的な施策・制度が課題に応じて十分講
じられてきたとはいえない状況にある。また、これまでの宅地化を前提とした政策体系の下、土地は「宅地」が最終的な利用形態で、事実上不可逆的となっ
ているが、土地の過少利用が課題となる中、政策転換が求められていると考えられる。
○こうした状況を踏まえ、利用可能性のある土地の活用方策を追求しつつ、「非宅地化」や必ずしも利活用を目的としない最適な土地の在り方、そのために必
要な地目等の転換の仕組み等も視野に、新たな政策体系の検討が必要である。このほか、土地の利用・管理・取引等に関する今日的な諸課題について、現
在の社会情勢を基にしたふさわしい土地政策の在り方の検証についても射程に入れる必要がある。
○これらの検討の場として、有識者からなる土地政策研究会を立ち上げ、必要な検討テーマを随時取り上げ、議論する。

１．土地政策研究会の概要

２．土地政策研究会の検討事項

４．委員３．スケジュール

饗庭伸（東京都立大学都市環境学部教授）
○浅見泰司（東京大学大学院工学系研究科教授）
沖野眞巳（東京大学大学院法学政治学研究科教授）
齊藤広子（横浜市立大学国際教養学部教授）
中川雅之（日本大学経済学部教授）
野澤千絵（明治大学政治経済学部教授）
広田純一（岩手大学農学部名誉教授）
水村容子（東洋大学福祉社会デザイン学部人間環境デザイン学科教授）
山野目章夫（早稲田大学大学院法務研究科教授、土地政策分科会長）
涌井史郎（東京都市大学環境学部特別教授）

（五十音順、敬称略）

○：座長

〇地域の類型に応じた土地の利用・管理に関する今日的な課題について
○これからの時代にふさわしい空き地等の有効な活用・管理のあり方について（防災・減災、健康・福祉、グリーンインフラ 等）
○各地域のコミュニティ形成に資する空き地等活用の進め方について（担い手、人材育成、地域プラン 等）
○非宅地化を含む土地の最適利用・管理や土地利用転換を促す仕組みについて（誘導策、区域の設定、支援機関、行政の関与、財源 等）
○土地の流動化、土地取引の円滑化を促す方策について
○上記に関連する、土地関連情報の整備・提供のあり方について
○土地政策の実現に寄与するインセンティブ措置のあり方について など

〇第１回土地政策研究会（令和５年10月31日） 「土地を巡る現状と課題」

〇第２回土地政策研究会（令和５年12月８日） 「土地の有効な活用・管理のあり方」

○第３回土地政策研究会（令和５年12月26日） 「土地の管理等の担い手」

○第４回土地政策研究会（令和６年2月７日） 「土地利用転換の現状、課題、対策」

○第５回土地政策研究会（令和６年３月11日） 「土地の管理と情報基盤整備」

○第６回土地政策研究会（令和６年５月15日）

「土地の利活用・管理に関するアンケート調査結果」 「中間とりまとめ（素案）」

○第７回土地政策研究会（令和６年６月２１日） 「中間とりまとめ（素案）」

土地政策研究会中間とりまとめ（令和６年７月３日）
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空き地面積の推移
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世帯の所有する空き地等について

屋外駐車場 資材置場 空き地(原野等含む） 空き地 原野 空き地率

※世帯土地統計より作成。空き地率は、世帯の保有する宅地に占める空き地（原野等含む）の割合。

㎢

1364

世帯の保有する空き地の面積は、2008 年から2018 年にかけて、632㎢から1,364 ㎢へと2 倍以上に
増加しており、空き地率も6.5%から12.4%へと増加するなど、この10 年間で、全国の空き地の面積が急
増している。

出典：「国土交通政策研究所紀要第80号2022年」 2

空き地率の推移（都道府県別）

2018 空き地率
全国平均 12.4%

0～5％

5～10%

10～15％

15％～

2008 空き地率
全国平均 6.5%

2008年時点では、空き地率が10％を超える都道府県は８で、うち15％以上の都道府県は１となっていた
が、2018年時点では、空き地率が10％を超える都道府県が33、うち15％以上の都道府県は18と、全国的
に空き地率が大きく増加していることが分かる。

出典：「国土交通政策研究所紀要第80号2022年」

〈空き地率の推移（都道府県別）〉

34



空き地の利活用に対する基本的な考え方

住宅街等において
空き地の発生

経済活動等において利用（隣地取得を含む）
される可能性が高い土地

民間の不動産事業者など

新たな利用者への賃貸、
売却等

経
済
活
動
等
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る

可
能
性
が
低
い
土
地

例えば、
市街化区域又は
非線引き用途地域を
イメージ

農的利用

交流スペース

【宅地→宅地（雑種地を含む）】

農業委員会から認定
を受けられる場合
【宅地→農地】

農的利用

etc

中間組織
（橋渡し役）

防災空地
（密集市街地）

自治体・設置管理者に
無償使用貸借契約
（一定期間以上） ・ 地域住民、施設管理

者等が管理
・ 課税の減免等

上記以外

賃貸
利用
許諾等

・ 活動組織（地域住民、関
係人等）が利用
・ 土地所有者は賃料収入
又は売却収入

農地への地目変更を
行った場合は固定資産
税等が低減する可能性

需要が見込める場合

粗放的管理

【宅地→山林等】
周辺地域の外部不経済を防止する
観点から最低限の管理※を実施

山林化等

周辺環境が許容する場合

活動組織
利用者

※擁壁の管理など

恒久的対応

恒久的対応

・ 都市的な土地利用が行
われている地域
・ 実際に都市化が進んで
いる地域

緑地広場
（緑化地域等）

所有者が利用する
意思がない

4

周囲に一定の人口が居住

所有者、自治体、協議会
で三者協定を締結

本来の利用目的を失った土地

賃貸・売却

売却 売却

土地利用の適正な転換に関する考え方

5

○ 住宅地に農的空間を創出し、地域の
環境を向上

○ 水害被害の軽減など多様な機能を
発揮するグリーンインフラやEco-
DRRとして緑地を保全・活用

農的な利用 緑 地空き地等

○ 空き地バンク等により市場への
再流通を促進

○ 工場跡地など、都市の低未利用
土地は、居住用地や事業用地等と
して適切に再利用

○ 次に掲げる施策により、空き地等の農的利用、
緑地化を推進
・人材・担い手の育成・確保
・円滑な資金調達・確保
・情報の整備・連携・活用
・必要な規制・制度の見直し

住宅地等

○ 食料の安定供給に不可欠な優良農
地を確保

○ 国土保全等の多面的機能を持続的
かつ適切に発揮させるために管理

○ 低未利用土地の活用、空き家の活用・除却を推進
○ 農地や森林等から住宅地への転換を抑制

抑 制 優良な農地

流通
促進
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○ 民間が所有する空き地・空き家を活用して、近隣住民をはじめ、アーティストやデザイナー、農業や食の専門家等を巻き込
みながら、地域が主体となった農園づくりを展開。

○ 「農」や「食」をテーマにした勉強会やワークショップ等の学びの機会、BBQなどの交流会、自分たちで企画を作るチャレンジ
の機会をつくり、参加者の主体性やチャレンジ機運を醸成。

○ 地域住民の主体性を大切にしながら、勉強会やお祭り、主婦や子どもを対象にした料理教室等の体験プログラムやイベント
の企画・運営も行い、新たなコミュニティを形成に寄与。

事業スキーム

みんなのうえん
（第1・第2農園）

主体性醸成に向けた
合意形成支援、地域
住民の企画・運営支援
等

一般社団法人
グッドラック

千島土地
株式会社

遊休地の提供

地域住民・
市民

協力・連携

クリエイター・
デザイナー・

専門家

農園づくりやイベント
への協力、勉強会の
講師 等

自社所有の空き物件や
空き地をアトリエやオフィ
スとして安価で賃貸

農園づくり
イベントへの参加
イベントの企画・運営 150㎡の農園。建築家とともに

整備した農具倉庫も併設
遊休地を開墾して整備した500㎡
の広い農園。自由に使えるキッチ
ンとサロンも併設

農園の概要
【第１農園】 【第２農園】

・収入では、農園への参加費が最も多く、全体の4割近くを占め、その他に
ケータリングや体験プログラムの割合が高い。
・支出では、ケータリング外注費、家賃※・地代、イベント費の順で高い割合
となっている。
※開園当初は、貸主から賃料の減免を受けていた。

総支出総収入年度

1,902,0515,754,173平成27年度

出典：都市と緑・農が共生するまちづくりに関する調査
都市部未利用地のコミュニティ農園的活用方策検討調査 報告書

（委託者：国土交通省 都市局 平成29年3月）

実績

運営

行政とは、地域のイベントを共
に実施しているところもある。
UR都市再生機構からの土地
提供も受けている。
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利活用事例① みんなのうえん（大阪市） 【コミュニティ】 【環境】
〈団体等運営型・民有地〉

利活用事例② 雪寄せ場 （青森県青森市） 【防災・減災】

○ 青森市では、住宅密集地の空き地所有者に対して、冬期に地域の雪寄せ場※として空き地を町（内）会に提供することを促
す「市民雪寄せ場事業」を実施。
※雪寄せ場（市が看板を設置）は、地域住民がスノーダンプ等の人力で雪を置くために利用する場所

○ 雪寄せ場は、町（内）会が適正に管理し、貸付期間（原則として、12月１日から翌年３月31日まで）終了後は原状回復を実施
（雪寄せ場には市が看板を設置）

○ 無償貸付をした土地の翌年度の固定資産税は、３分の１を限度に軽減。

7雪寄せ場としての活用している状況

事業スキーム（市民雪寄せ場）

所有する空き地を提供

空き地所有者
地域コミュニティ
〔町(内)会〕

青森市

市民雪寄せ場として借用

固定資産税を
一部軽減

貸借契約書
（写）を提出

看板の設置

■市民雪寄せ場事業：
貸付をした土地の翌年度固定資産税の１/３を限度に軽減

３４９箇所（令和４年度※ 市民の雪寄せ場）

概要・実績等
制度

実績等

※令和４年１月31日時点見込み値

事業実施のポイント
【事業主側】
・雪寄せ場の管理体制を適切に構築する必要
【地域住民（利用者）側】
・利用マナーを守り、周辺の住民に悪影響を与えない

■ 空き地を市民雪寄せ場として提供したい所有者を、市が募り、応募の
あった土地を町会へ紹介

■ 町会と市が協議の上で、所有者と町会が使用貸借契約を締結
■ 市は、空き地所有者から排雪のために土地に重機が乗り入れること
に関する同意書を取得

〈団体等運営型・行政仲介・民有地・補助等あり〉
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利活用事例③ カシニワ制度（千葉県柏市） 【コミュニティ】 【環境】

○ 千葉県柏市のカシニワ制度は、「カシニワ情報バンク」と「カシニワ公開」の２本の柱から構成。

○ 土地を貸したい土地所有者、土地を使用したい市民団体等、活動を支援したい法人等に関する情報を
集約、両者のニーズのマッチングし、公園に代わる新たな公共的空間を創出（カシニワ情報バンク）。

○ 申請のあった活動者に対しては、市の外郭団体である「一般財団法人柏市みどりの基金」より助成金
を交付。

○ 土地の貸主においては、活動者との協定の範囲内で土地の整備や管理を委ねることができる点にお
いてメリット。

○ 個人の庭、樹林地や空き地を、オープンガーデンや誰でも利用できる地域の庭として、一般公開できる
よう市に登録（カシニワ公開）。市内のカシニワを一斉に公開する「カシニワフェスタ」も毎年開催されて
おり、地域の庭の見学や利用を通じ、市民等の人々が楽しみながら交流を深める機会を創出。

カシニワ情報バンク

【カシニワ情報バンク】
・土地登録件数 113件
・団体登録件数 70件
・支援登録件数 25件

0

20

40

60

80

100

120

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

土地 団体 支援
ＯＧ 地域の庭 里山

（件）

【カシニワ公開】
・オープンガーデン(OG)
・地域の庭
・里山

カシニワ公開
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81件
39件
19件

（件）①活用しているオープンスペース情報を登録
②市ホームページへの情報掲載

花園型 農園型 樹林型

広場型 公共型

自宅の庭を公開 借りている土地を公開 借りている土地を公開

〈団体等運営型・行政仲介・民有地・協定、補助等あり〉

実績（令和４年度末時点）

利活用事例④ まちなか防災空地（神戸市） 【防災・減災】 【コミュニティ】

○ 「まちなか防災空地」（神戸市）は、密集市街地において火災の延焼を防止する等スペースを確保すること等を目的に設けら
れ、災害時は一時避難場所や消防活動用地、緊急車両の回転地などの防災活動の場として、平常時は広場・ポケットパーク
などのコミュニティの場として機能。

○ 土地所有者、まちづくり協議会等、神戸市の三者で協定を締結した上で、神戸市が土地を無償で借り受け（土地使用貸借契
約締結）、当該土地は固定資産税等が非課税となる。

○ また、神戸市とまちづくり協議会等の管理協定により、協議会等が「まちなか防災空地」として整備（神戸市の補助あり）及び
維持管理を実施（整備に伴う老朽建物の解体に関わる費用も補助対象）。

9

まちづくり協議会など

まちなか防災空地の整備・維持管理

事業スキーム

土 地 所 有 者 神 戸 市
無償使用貸借契約

（固定資産税等非課税）

老朽化建物の解体 事業支援

三者協定

灘北西部 兵庫北部

長田南部 東垂水

・ 平成23年３月、神戸市が地震
などの際に大規模火災が発生
する恐れがあり、避難や消火が
困難とみられる４地区（灘北西
部／兵庫北部／長田南部／東
垂水）を密集市街地再生優先
地区に指定。
・ これら地区において地元のま
ちづくり協議会などと神戸市、
土地所有者の３者協定を結び、
平成24年度より事業実施。

経緯等

実績等

(１)対象地域内にあること
(２)少なくとも３～５年以上提供できること
(３)まちの防災性向上に資する位置・区域であること
※老朽建物を解体し、跡地を提供する際には、事前調整も踏まえ、

建物解体費に対する補助あり。

事業対象

・８４箇所（令和４年3月時点）

〈団体等運営型・行政仲介・民有地・協定、補助等あり〉
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土地政策研究会の中間とりまとめ・提言概要
令和６年６月11日閣議決定の土地基本方針を踏まえ、「サステナブルな土地の利用・管理」の実現のため、空き地等の有効な活用・管理の在り方など、まずは速やかに処置す
べき具体的施策等を中心に中間とりまとめを行い、第１次の提言を行う

空き地等の
発生状況

○ 全国的に空き地等の面積が急増
（世帯保有空き地はH20→H30で約２倍の1,364km２に）

１．土地を巡る現状と課題

２．対策の視点・方向性

空き地等の
発生要因

○ 従来の土地利用では需要が不足
○取引や利用までの時間差、手続等の手間、情報のミスマッチ

空き地等の
外部不経済

○ 草木の繁茂・越境、害虫・害獣発生、ごみ等の投棄、災害の懸念 等
○ 住環境悪化による更なる地域の人口減少・活力低下・不動産価値の減少

土地を取り巻く
諸情勢

○ 多角的な土地利用転換の促進や継続的な適正管理の確保
○ 防災・減災、環境等を考慮したグリーンインフラの活用
○ ＤＸ・GXによる不動産取引の推進や不動産の流動性の確保

空き地等の利活⽤・管理の担い⼿の確保

○ 空き地等について、他用途での利活用を追求するほか、再利用の可能性を
維持するため、低コストで管理を継続
○ 利用見込みがない宅地の農園・菜園、緑地等へ利用転換を本格的に検討
○ 空き地等の発生状況や利活用の意向把握、状況を踏まえた対策の重点化

○ 利活用ニーズの掘り起こし、マッチング、地方公共団体のサポート等を担う
中間組織等の存在が重要
○ 地域コミュニティや幅広いプレーヤー、マネジメント人材の関わりが必要
○ 高齢・遠隔地の土地所有者が管理責任を果たす仕組みが必要
○ 活動資金の自己調達、収入の確保が必要

３．具体的施策

空き地等の農園・菜園、緑地等への土地利⽤転換

空き地等の利活⽤・管理の担い⼿の確保

土地の適正管理による災害や環境悪化の防⽌

土地関連情報の整備と利活⽤の推進
○ 土地の利用・管理・流通の円滑化のため、災害リスク情報等をデジタル地図上で活用する
仕組みを整備・拡充するとともに、不動産IDの早期の社会実装を実現

○ 宅地化抑制や空き地等の利用転換など、地域の実情を踏まえた今後の土地利用・管理
に係る方針を地方公共団体が計画等に明記することとし、望ましい土地利用を誘導
○グリーンインフラを法的に位置付け、空き地等の土地利用転換に制度的インセンティブを
与えるとともに、粗放的管理による管理コスト低減、地域合意に基づく適正管理等を推進

○ 空き地等の利活用・管理のノウハウを有し、土地利用転換や一時保有を含む管理等の
ランドバンク機能を有する組織を法的に位置付け、公的信用力を付与し、活動を支援
○ 遠隔地所有者等が安心して土地の管理を任せられる法人・団体を地方公共団体が登録・
リスト化し紹介
○ 土地の利活用や管理に係る人材育成、資金調達の取組を国等が支援

○ 管理不全土地に対する勧告、命令、代執行など、行政による是正措置を可能とする法的
根拠を整備
○ 生活環境の保全、災害防止等のため、土地取引段階の届出等により、必要に応じて適正
利用を促す仕組みを構築

○ 土地の有効利用と継続的な管理を実現するため、「管理」の概念を国土・土地利用の法体
系に明確に位置付けるとともに、空き地等の積極的な活用を推進するなど、新たな制度の
創設を図り、総合的に施策を推進

空き地等の農園・菜園、緑地等への土地利⽤転換
○ 宅地への新たな転換を抑制しつつ、需要のある土地の市場の流通を促進
○ 宅地の農園・菜園利用等といった利用転換やグリーンインフラの活用等
を推進
○ 地域ビジョンの策定等による課題の共有や公的支援が必要

土地の適正管理による災害や環境悪化の防⽌

○ 空き地等の管理不全による災害発生、ヤードや廃虚による周辺環境への
悪影響等の外部不経済防止のため、行政のガバナンス確保が必要
○ 災害高リスクエリア等の適切な開発規制が必要

土地関連情報の整備と利活⽤の推進
○ 情報の非対称性の解消や情報収集コストの低減等は土地の流通促進に有
効であり、情報基盤の整備・拡充が必要 10

土地基本方針（令和６年６月11日閣議決定）の概要

現状・課題
（１）人口減少・少子高齢化、世帯数の減少
（２）東京圏等への集中・偏在、アフターコロナ時代の多様

な生活様式への転換、DX、GX等の進⾏
（３）気候変動の影響等による災害の激甚化・頻発化

取組の方向性・目標
基本的な考え方

○宅地化を前提とした⼟地政策から軸⾜を移し、広域的・⻑期的な視点をもっ
て、限られた国⼟の⼟地利⽤転換やその適正管理等を進める“「サステナブル
な⼟地の利⽤・管理」の実現”を目標に施策を総合的に推進

○地域の実情に応じた⼟地の適正な利⽤転換や的確な利⽤・管理、円滑な流
通・取引等を確保するため、既存施策の拡充や新たな施策の導入

土地に関する施策（主な新規・拡充事項等）

第１章 土地の利⽤及び管理に関する計画の策定等並びに適正な土地
の利⽤及び管理の確保を図るための措置に関する基本的事項

第２章 土地の取引に関する措置に関する基本的事項

第３章 土地に関する調査、情報提供等に関する基本的事項

第４章 土地に関する施策の総合的な推進を図るために必要な事項

１．低未利⽤土地、所有者不明土地等への対応に関する措置
➢ 非宅地化を含む⼟地の有効利⽤への円滑な転換、継続的な管理を確保する
ための新たな枠組の構築

➢ 改正空家法による総合的な取組、空き地対策との一体的推進
➢ 所有者不明⼟地法に基づく制度の活⽤推進

２．土地の状況に応じた土地の有効利⽤及び適正管理に関する措置
➢ 災害発生に備えた事前復興まちづくり計画の策定促進
➢ グリーンインフラ等の総合的・体系的な推進
➢ 不適切な⼟地利⽤等を防ぎ生活環境保全、災害防⽌等を図る方策の検討
➢ ⼯場跡地、廃墟等の有効利⽤や管理不全の防⽌を図るための対応の検討
➢ 重要⼟地等調査法に基づく⼟地等利⽤状況調査等の着実な実施

３．地域の特性に応じた適正な土地の利⽤及び管理に関する措置
➢ 「まちづくりGX」の推進 ➢ 区分所有法制の⾒直し
➢ ⼟壌汚染の適切なリスク管理対策の推進
➢ 国・都道府県で確保すべき農⽤地の面積の目標の達成に向けた措置の強化
➢ ⼟地利⽤転換や関連都市インフラの整備による産業⽴地の促進

１．不動産市場の環境整備による活性化・流動性の確保
➢ 空き家・空き地バンクの活⽤等による需給マッチングの推進

２．国土利⽤計画法に基づく土地取引規制制度の適切な運⽤

１．多様な主体間の連携協⼒（国・地方公共団体、専門家等）
➢ 流域関係者の協働による「流域治⽔」の取組の推進

２．多様な活動を⽀える⼈材・担い⼿の育成・確保、必要な資⾦の確保
➢ 不動産鑑定⼠の担い⼿確保、産官学における⼟地・不動産のプロフェッショナ
ル人材の確保・育成

３．土地に関する基本理念の普及等
４．PDCAサイクルによる適時の⾒直し

１．土地に関する調査の実施と不動産登記情報の最新化
➢ 地籍調査の現地調査⼿続の円滑化、調査困難な都市部・⼭村部での調査推進
➢ 都市部の地図混乱地域における法務局地図作成事業の計画的な実施

２．不動産市場情報の整備の推進
➢ 地価や不動産取引価格情報など、市場動向を的確に把握する情報の整備と提供

３．土地に関する多様な情報の提供
➢ 不動産に関する多様なオープンデータを同じ地図に表⽰できる不動産情報ライ
ブラリの活⽤

４．DXの推進による土地政策の基盤強化
➢ 地理空間情報を活⽤した「建築・都市のDX」の推進
➢ 不動産登記データベースの関係機関への提供

等

等

等

等11
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＜国土交通大臣賞＞ 

・シーパスパーク（泉大津駅西地区周辺整備事業） 

〖大阪府泉大津市〗  

 

＜都市みらい推進機構理事長賞＞ 

・馬場川通りアーバンデザインプロジェクト  〖群馬県前橋市〗 

・麻機遊水地公園活用事業 

～自然とふれあう体験型の都市緑地～〖静岡県静岡市〗 

・都城市中心市街地中核施設整備支援事業 〖宮崎県都城市〗 

 

 

＜審査委員長賞＞ 

・宇都宮駅東口整備事業〖栃木県宇都宮市〗 

・横浜国際港都建設事業 

新綱島駅周辺地区土地区画整理事業〖神奈川県横浜市〗 

令和６年度土地活用モデル大賞 

受賞地区概要資料 
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＜国土交通大臣賞＞ 

・シーパスパーク（泉大津駅西地区周辺整備事業） 

 〖大阪府泉大津市〗 
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2022
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＜都市みらい推進機構理事長賞＞ 

・馬場川通りアーバンデザインプロジェクト」 

〖群馬県前橋市〗 

・麻機遊水地公園活用事業 ～ 

自然とふれあう体験型の都市緑地～ 

〖静岡県静岡市〗 

・都城市中心市街地中核施設整備支援事業 

〖宮崎県都城市〗 
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麻機遊水地公園活用事業 〜⾃然とふれあう体験型の都市緑地〜

静岡市 都市局 都市計画部 緑地政策課
一般社団法人 グリーンパークあさはた

⻯⽖⼭

清水港
（折⼾湾）

駿河湾

有度丘陵
（日本平）

安倍川

興津川

麻機遊水地

⻯⽖⼭

静岡県交通基盤部「静岡河川ナビケーション」より引用

麻機遊水地第１工区（あさはた緑地）
※今回申請エリア
総面積：22ha

第３工区
総面積：55ha

第４工区
総面積：32ha

第２工区
総面積：93ha

・中心市街地から北に約５ｋｍ
・静岡駅から車で約２０分
・新静岡ＩＣから約５分
・麻機遊水地総面積：約200ha

①麻機遊水地 所在と現況

・流域面積：104.8k㎢
・流域内人口：約30万人

麻機遊水地 案内図 巴川 流域図
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②あさはた緑地について

・遊水地として土地活用
・自然観察の場として活用

・点線区域において、TP＋7.8を基準面とし、高低
差を設ける
・平時は公園として、大雨時は遊水地として活用

あさはた緑地
面積：約17ha

あさはた緑地
交流広場
面積：7.7ha

巴川

平成22年の航空写真（整備前） 令和３年の航空写真（整備後）

大雨時は「あさはた緑地」南側の
「越流提」により遊水機能を発揮。

記録的な大雨時は公園部分も冠水。
（令和４年台風15号時）

越流提

巴川

越流提

③「あさはた緑地交流広場」について
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④ハード面の主な整備

センターハウス 体験棟・農園 多目的広場 ふれあいの水辺

⑤ソフト面の主な取組

 環境学習プログラム「あさはたマスター」 小学生向け
の年8回の連続講座。鳥、魚、昆虫、木の実、外来生物など、
毎回テーマを決めて様々な発見を促す環境学習に加え、防災
教育として遊水機能の回もあり、グリーンインフラを多面的
に学習。

 市民チーム「キツネノボタン」 木道沿いのエリアに浅い
湿地や小川を手作りで造成するなど、子どもや車いす利用者
等を考慮した湿地づくり活動を実施している。

 公園の維持管理 インクルーシブ遊具やバリアフリーな木
道など、障がい者等に配慮した施設整備がされており、日常
管理においても誰もが過ごしやすい緑地環境の維持と、自然
体験や生物多様性に配慮した除草を行っている。

 【防災】2022年9月の台風15号の際に12時間雨量400mm超と
いう観測史上1位の記録的豪雨が発生。あさはた緑地公園は
貯水機能を十分に発揮し下流域の浸水被害の緩和に貢献し、
静岡市では人的被害は出なかった。

 【教育】あさはたマスターは3年間で120名が受講。受講後、
幼虫の展示物を自作し施設内に設置した卒業生もいる。また、
台風15号の被災直後には公園の復旧・清掃活動に協力してく
れた親子もおり、平時の枠組みが有事の際に活かされた。

 【生物多様性】キツネノボタンの活動はこれまで13回実施
し、のべ141名が参加。市民の手で整備された湿地では全国
レッドリスト掲載種６種を含む全81種の植物が確認された。

「グリーンインフラ大賞 優秀賞」
及び「ビオトープ大賞」を受賞

取組内容

取組効果

専門家の指導の下、植生調査も実施
造園会社が緑地を日常管理、満足度調
査では「また来たい」が90％超

警報時の赤色灯の仕組みを調べる 市⺠の⼒で⽊道沿いの湿地を管理

キツネノボタン（調査）

あさはたマスター キツネノボタン（維持管理）

公園の維持管理

「環境教育・ESD実践動画100選」
に選定される
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都城市中央地区（宮崎県都城市）
〜都城市中⼼市街地中核施設整備⽀援事業の概要〜
都城市中央地区（宮崎県都城市）

〜都城市中⼼市街地中核施設整備⽀援事業の概要〜

SMILM   CITY   MIYAKONOJO  2024

都城市 商工部 商工政策課 中⼼市街地活性化室
令和6年（2024年）10月

SMILM   CITY   MIYAKONOJO  2024

中核施設の全体愛称 「Mallmall（まるまる）」
まちや国の中心にあり、人々が集い、さまざまな活動を繰り広げる場所を指す「ＭＡＬＬ」を
２つ重ね、イギリス風に「まるまる」と読むことで、若い世代にも親しみを持ってもらえる柔らかさ
を表現するとともに、中核施設を整備した旧都城大丸（だいまる）の韻をふむことで、幅広い
世代の市⺠に愛着を持ってもらうことを期待して決定。

都城市中⼼市街地中核施設整備⽀援事業の概要
（1）中核施設全体（パース）

1

民間複合施設
ＴＥＲＲＡＳＴＡ
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SMILM   CITY   MIYAKONOJO  2024

2

（2）⺠間複合商業施設 「ＴＥＲＲＡＳＴA（テラスタ）」 開業

SMILM   CITY   MIYAKONOJO  2024

※開館10日間で全施設来館者数が11万人を突破︕

○平成30年４⽉28日
都城市中心市街地中核施設「Mallmall」開館

○平成30年10⽉20日（開館176日間）
全施設来館者数が100万人を突破︕

3

○平成31年2⽉16日（開館295日間）
図書館来館者数100万人を突破︕ ※全施設来館者数約170万人

○令和6年9⽉14日 （開館2,332日間）
全施設来館者数が1,000万人を突破︕

○令和6年7⽉21日（開館2,277日間）
図書館来館者数が600万人を突破︕

（3）中⼼市街地中核施設来館者数
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宮崎県 都城市 商工部 商工政策課 中心市街地活性化室

〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
TEL︓0986-23-2983 FAX︓0986-23-2658

E-mail︓toshin@city.miyakonojo.miyazaki.jp
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＜審査委員長賞＞ 

・宇都宮駅東口整備事業   〖栃木県宇都宮市〗 

・横浜国際港都建設事業  

新綱島駅周辺地区土地区画整理事業 

〖神奈川県横浜市〗 
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横浜国際港都建設事業
新綱島駅周辺地区土地区画整理事業

横浜市

都市整備局市街地整備部

綱島駅東口周辺開発事務所

令和６年10月30日

１.地区の案内

東急東横線
綱島駅 東急新横浜線

新綱島駅（地下）

新綱島駅
周辺地区

市街地
再開発事業

鶴見川
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２.綱島駅東口周辺の課題

【道路交通上の課題】

【土地活用上の課題】

綱島駅前の状況

新駅周辺の状況

鉄道整備主体東急新横浜線

【横浜市】
土地区画整理

新綱島駅
周辺地区

【組合】
市街地再開発

３.事業化の経緯

新駅整備にあわせた
まちづくりの推進

■土地区画整理事業（市施行）：
新たな駅前にふさわしい市街地の形成

■市街地再開発事業（組合施行）：
駅前周辺の土地の高度利用の実現

東急新横浜線
新綱島駅（地下）

東急東横線
綱島駅

新綱島駅
周辺地区綱島駅東口

駅前地区

H28.9 H29.2

H30.11

事
業
計
画

決
定

組
合
設
立

市街地
再開発事業

一体的施行

再
開
発

ビ
ル
着
工

再
開
発

ビ
ル
竣
工

新

綱

島

駅

開

業

R2.11
R5.10

R5.3

工
事
完
了

R8（予定）

H24.10

都
市
計
画
決
定

都
市
計
画

決
定

基
盤
整
備

着
工
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5

４.新綱島駅周辺地区のまちづくり【土地区画整理事業】

綱島東線

地下機械式駐輪場

凡例

地区施設（歩行者用通路）
新綱島駅出入口（南口）
【再開発ビル接続】

新綱島駅出入口（西口）
【民間ビル接続】

５.新綱島駅周辺地区のまちづくり

再開発ビル
「新綱島スクエア」

新綱島駅南口

区民文化センター

綱島東線
（地下：新綱島駅）

綱島駅

新綱島駅前地区市街地再開発組合施 行 者

約0.6ha施 行 面 積

H30年度～R6年度施 行 期 間 ※令和５年12月の様子

認定歴史的建造物
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◆日  時 ： 令和６年 10月３０日（水）14時 25分～ 

◆実  施 ： オンライン配信 

◆タイトル ： 城崎温泉「木屋町小路」について 

◆講  師 ： 早稲田大学副総長  

早稲田大学理工学術院教授 後藤 春彦 氏  

〖第７回 国土交通大臣賞（平成 2２年度）〗 

 

令和６年度 

- 土地月間記念講演会 - 

36



後藤春彦先生 略歴、専門分野等 

 

 

 

 

 

 

○略歴： 

1980年 早稲田大学理工学部卒業 

1982年 早稲田大学大学院修士課程修了 

1987年 早稲田大学大学院博士課程修了・工学博士 

 

1990年 三重大学工学部助教授 

1994年 早稲田大学理工学部助教授 

1998年 早稲田大学理工学部教授（現在に至る） 

2010年 早稲田大学理工学術院創造理工学部長、研究科長 

2018年 早稲田大学理事 

2021年 早稲田常任理事 

2022年 早稲田副総長（現在に至る） 

 

これまでに、 

日本都市計画学会会長、日本生活学会会長、日本建築学会副会長、 

世界居住学会（World Society for EKISTICS）副会長  ほか歴任 

 

2005年 日本建築学会賞（論文） 

2011年 日本都市計画学会賞（計画設計賞）  ほか受賞 

 

○研究分野： 

都市計画・都市設計 

 

○研究のキーワード： 

景観設計 

スペーシャル・プランニング 

都市・農村計画 

 

以上 
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2010年度
土地活用モデル大賞
「国土交通大臣賞」

城崎温泉「木屋町小路」

早稲田大学　後藤春彦　 
hgoto@waseda.jp 

1 2 3

外湯めぐり

4

志賀直哉

『城之崎にて』　 
1917（大正６年５月）

5

志賀直哉のみた風景／震災前の城崎

6

志賀直哉のみた風景／震災前の城崎

7

1925

8
大正14（1925年）5月23日 午前11時9分57秒 ; 地震規模: マグニチュード6.8 ; 震度: 震度6

城崎町

9

38
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大正14（1925年）5月23日 午前11時9分57秒 ; 地震規模: マグニチュード6.8 ; 震度: 震度6
城崎町

10
大正14（1925年）5月23日 午前11時9分57秒 ; 地震規模: マグニチュード6.8 ; 震度: 震度6

城崎町

11

1階が崩壊した旅館

12

片岡内務次官の視察　西村佐兵衛町長

13

湯が湧き出る限り、子供の歓声が聞こえる限り、このまちは必ず復興する

14
湯が湧き出る限り、子供の歓声が聞こえる限り、このまちは必ず復興する

西村町長の指示により地震から5日後には小学校のグランドで授業を再開 

15

湯が湧き出る限り、子供の歓声が聞こえる限り、このまちは必ず復興する

16

1925年  北但馬地震 
大正14（1925年）5月23日 午前11時9分57秒 
地震規模: マグニチュード6.8 　震度: 震度6 
兵庫県北部、有史上地震の記録の少ない地域での大地震 
直下型断層地震であり、極めて限定した範囲に壊滅的な被害をもたらした。 

「豊岡町復興計画」（人口11,097、死者数 88  消失面積約18ha） 
地震前に計画されていた大規模な都市改造計画（大豊岡構想）を継続して行う方針 
区画整理事業中心で、条理状の道路計画や用途地区制を取り入れた点に特徴 
行政主導の計画／事業であり、住民側との対立も大きく事業に影響 

「城崎町復興計画」（人口  3,410、死者数272  消失面積約10ha） 
町長のリーダーシップによる復興計画事業の推進。『温泉復興＋教育復興』 
公共建築のデザイン性、防災防火計画の工夫、住民参加型の計画、区画整理事業にお
ける住民の協力などが特徴 
町長の人脈 
　中央政府官僚とのつながりによる、復興資金面での優遇 
　母校早稲田大学による、公共建築物の設計や都市の不燃化計画に関する学術支援 

日本における過去の復興都市計画の比較研究 　越山、室崎　地域安全学会論文集 No.1　1999

17

災害復興計画における都市計画と事業進展状況に関する研究 　越山、室崎　日本都市計画学術研究論文集 1999

18

39



1）町民大会の開催 
　第１回町民大会を発災３週間後に開催 
　　数百人の町民が参加 
　　復興委員の選出 
　　町長より復興方針、計画の発表と議論 

　全10数回開催 
　　「全地主が公簿面積の一割を町に無償提供する」 
　　「共同浴場再建を中心とした温泉街の復興を行う」 
　　「県の防火建築地区案に反対する」など　が全会一致で決定 

２）区画整理 
   土地の１割無償提供 
　（ちなみに豊岡町も土地の１割無償提供を要求し公共用地を生み出そうと考えていたが、地主の強硬な 
　　反対にあった。その結果、道路の左右各ー間ずつを各戸の間口に比例して地主の負担とし、それ以上は 
　　町費負担となり財政を圧迫した。） 

　県道の幅員拡張 及び 町道の新設、道路の直角交差化  

３）道路河川の幅員拡張 
　大谿川の直線化＋護岸嵩上げ（水防） 
　20~27m 防火帯機能

災害復興計画における都市計画と事業進展状況に関する研究 　越山、室崎　日本都市計画学術研究論文集 1999

19

４）公共建築の復旧と不燃化 
　町議会と町民大会で 
　「同じ場所に共同浴場を建設する」方針が決定  
　公共建築の不燃化（耐火構造RC） 
　　岡田信一郎設計 
　　　一の湯、曼陀羅湯 、王橋、大谿川護岸（玄武岩） 
　　吉田享二設計 
　　　城崎小学校 

５）県の防火建築地区案に反対 
　主要道路沿いは洋館建築とする県の計画に対し、 
「景観を損ね、城崎の風情にそぐわない」 
「再建過程途中であり、木造建築を再び鉄筋にすると後戻りになる」 
「補助金の財源に不安」 
　 と 町民は猛反対　 →　西村町長に一任 
　     主な公共建築物と数戸の商店・住戸で防火建築群を設置し防火帯を形成  

災害復興計画における都市計画と事業進展状況に関する研究 　越山、室崎　日本都市計画学術研究論文集 1999

20

災害復興計画における都市計画と事業進展状況に関する研究 　越山、室崎　日本都市計画学術研究論文集 1999

21

岡田信一郎 

1883-1932

22
一の湯、王橋、大谿川護岸（玄武岩）

23

曼陀羅湯

24

25 26

復興後　昭和初期

27
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28 29 30

2003

31 32 33

34 35 36
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耳の穴
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2004

46

城崎このさき100年計画
47 48

49 50 51

2005 - 2008

52 53 54
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55
2003.06

56 57

58 59 60

61 62
2004.06

63
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2004.06

64
2004.06

65
2005.10.21

66

67
2003.06

68 69

70 71 72
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73 74 75

76 77 78

79 80

城崎温泉「木屋町小路」（国土交通大臣賞）のまとめ 

1.町の主要産業である温泉地観光の振興・活性化に向け、インキュ
ベーション機能を持たせた公有地の活用であること 

2.町の中心部にあり公共性の高い場所の一角を占める民間土地の不
良資産化に対し、ハード・ソフトを連動させた土地活用であるこ
と 

3.市民自治によってめざす将来ビジョン（「城崎このさき100年計
画」）を掲げ、その具体化の第一歩として土地活用を位置付けて
いること 

4.公＋民＋学の協働で、戦略的に土地活用を企画し、具体化し、運
営していること 

5.質の高い公共空間を提供するとともに、観光客の回遊行動を促し
周辺のまちなみの景観形成を先導する役割を担っていること

81
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2009年 兵庫県「人間サイズのまちづくり賞」 
2010年 「グッドデザイン賞」 
2010年 土地活用モデル大賞「国土交通大臣賞」 

82

2015

83

2015.1.3.

84

2015.1.3.

85

震災復興による苦肉の策として生まれた木造のまちなみが「立地の固有な特性」
（イーフー・トゥアン：文化的景観の基盤）となり、 
個々の建築が認定歴史的建築物として建築基準法の適用除外を受け、維持継承 
された稀有な事例

86

建築基準法適用除外について 

文化財建築や、建築学会賞受賞作品など、評価の定まった「建築単体」
を保存するために、現行の建築基準法から逸脱した部分を適用除外とす
ることは従来からも可能だが、城崎において「まちなみ景観」を保存す
るために、建築基準法適用除外を行ったのは画期的な試み。 

「申請者が建物の保存活用計画を作成し、それを市が審査し、安全性に
支障がなければ計画を認定し、条例に基づく『認定歴史的建築物』とし
て県に報告する。県がこれを受理すれば、建築基準法の適用除外が認め
られる」という、市と県の二重の安全に関するチェックが設けられてい
る。 

87

2025へ向けて
北但大震災復興　100周年 
市町村合併　　　   20周年

88

城崎このさき100年会議 
北但大震災復興100年記念プロジェクト実行委員会 
　交通都市計画部会／教育部会／安心して住めるまち創造部会

89 90
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91

城崎温泉のSWOT分析

92

城崎温泉のSWOT分析から導かれた戦略

93

94

桃島バイパス（2032年度　予定）

城崎このさき100年会議 

95

豊岡芸術祭＠木屋町小路

96

豊岡芸術祭＠木屋町小路

97

豊岡芸術祭＠木屋町小路

98

ご清聴ありがとうございました

早稲田大学　後藤春彦　 
hgoto@waseda.jp 

99
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◆日  時 ： 令和６年 10月３０日（水）14時 55分～ 

◆実  施 ： オンライン配信 

◆タイトル ：  

 

◆講  師 ： 株式会社日建設計  

    都市・社会基盤部門 都市開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 黒澤 俊彦 様 

〖第１４回 国土交通大臣賞（平成 29年度）〗 

 

 

令和６年度 

- 土地月間記念講演会 - 

京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業 

（京橋エドグラン）について 

49



黒澤俊彦様 略歴、専門分野等 

 

 

 

 

○略歴： 

1978年 早稲田大学 理工学部 建築学科 卒業 

現在  株式会社 日建設計 都市・社会基盤部門 都市開発グループ ダイレクター 

 

○研究分野： 

都市計画(都市再開発) 

 

○研究のキーワード： 

市街地再開発 

マンション建替え 

中心市街地活性化 

 

 

以上 
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241030
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